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                       令和元年６月２１日 

                        環境清掃部温暖化対策課 

 

 

「(仮称)新砂総合資源循環センター建設事業」環境影響評価調査計画書に 

係る江東区長意見の提出について  
東京都環境影響評価条例第45条により準用する同条例第19条第1項に基づき、東

京都知事から「（仮称）新砂総合資源循環センター建設事業」環境影響評価調査計

画書に係る意見についての照会を受けた。 

意見の提出にあたっては、江東区長から江東区環境審議会に諮問し、その答申を

踏まえた区長意見として、東京都知事に提出している。 

 

１ 計画書の名称 

  環境影響評価調査計画書（仮称）新砂総合資源循環センター建設事業 

 

２ 事業者 

  ㈱京葉興業 東京都江戸川区篠崎町 1－2－6 

 

３ 事業概要 

  昭和 57 年に竣工した無機汚泥を中間処理する既存の改質固化処理プラントを

建替えるとともに、計画地内に、平成 2年に竣工した既設の廃水処理プラントの

建設を行う。 

対 象 事 業 （仮称）新砂総合資源循環センター建設事業 

事 業 の 種 類 廃棄物処理施設の設置 

所 在 地 江東区新砂 3-11-7 

計 画 地 面 積 約 9,300 ㎡ 

建 築 面 積 

①改質固化プラント：約 3,000 ㎡ 

②廃水処理プラント：約 1,650 ㎡    合計：約 4,650 ㎡ 

工事着工年度 

供用開始年度(予定) ①改質固化プラント：着工 2022 年度、供用開始 2024 年度 

②廃水処理プラント：着工 2024 年度、供用開始 2027 年度 

処 理 能 力 処 理 方 式 ①改質固化プラント：約 880  ／日、固定槽薬注固化 

：約 3,600  ／日、機械攪拌薬注固化 

：約 29.8  ／日、脱水処理（8時間） 

②廃水処理プラント：約 360  ／日、生物処理 

：約 20  ／日、中和処理 

       （中和処理・生物処理） 

：約 100  ／日、脱水処理（直接脱水） 

稼 働 時 間 １日 24 時間 
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建 築 物 概 要   ①固化処理プラント 

西棟:（地上 2階鉄骨造）高さ 約 19ｍ／面積 約 1,000 ㎡ 

東棟:（地上 1階鉄骨造）高さ 約 14ｍ／面積 約 500 ㎡ 

船舶積出(既存)施設:(鉄骨造)高さ 約15ｍ／面積 約1,500㎡ 

②廃水処理プラント:（地上 5階地下 2階鉄筋コンクリート造） 

高さ 約 27ｍ／面積 約 1,650 ㎡ 

 

４ 環境影響評価手続期日 

公 示 日 平成 31 年 4 月 22 日（月） 

縦覧期間 平成 31 年 4 月 22 日（月）から令和元年 5月 7日（火）まで 

意見提出 令和元 年 5月 13 日（月）まで 

 

５ 江東区長意見提出のスケジュール 

平成 31 年 4 月 8 日 東京都知事から江東区長へ意見照会 

4 月 11 日 江東区長から環境審議会へ諮問 

4 月 25 日 環境審議会から専門委員会へ付託 

 

専門委員会委員長  奥   真 美 

      委 員 芦谷 典子 

長谷川 猛 

村上 公哉     （敬称略） 
令和元年 5月 8日 専門委員会から環境審議会へ回答 

5 月 10 日 環境審議会から江東区長へ答申 

5 月 13 日 江東区長から東京都知事へ意見提出 

 

６  環境影響評価手続きの流れ 

環境影響の調査・予測や評価手法を記載 

 公示・縦覧期間 (10 日間) 

 区長意見提出 （公示から 20 日以内）） 

 

調査計画書に基づき評価結果を記載 

 

評価書案への意見に対して事業者が見解を記載 

 

             案件に対して最終的な環境影響評価を記載 

 

    

                       事業者が、評価書の予測・評価項目についての事後調査 

          として、計画及び報告事項を記載   

調査計画書調査計画書調査計画書調査計画書    

評価書案  

見 解 書  

評 価 書 

(今回) 
事業計画決定 

事後調査報告書 事後調査計画書 



1 施設立地図
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出典：㈱京葉
興業作成「（仮
称）新砂総合
資源循環セン
ター-事業概要
のご案内- 
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2 施設概要図
 

 

出典：㈱京葉
興業作成「（仮
称）新砂総合
資源循環セン
ター-事業概要
のご案内-」 
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3 計画地及び環境に影響を及ぼすと予想される地域

　5　　

出典：環境影響評価調査計画書（仮称）新砂総合資源循環センター建設事業（㈱京葉興業作成）



江 東 区 長 意 見 江 東 区 長 意 見 江 東 区 長 意 見 江 東 区 長 意 見 予測・評価項目 意      見 
全 般 事 項 

 工事車両について、速度抑制・安全確認の徹底を関係者に指導するなど、交通

安全対策を強化すること。あわせて、交通渋滞や違法駐車が発生しないよう、交通

対策を強化すること。 

 公害苦情の状況については、当該事業者の廃棄物処理施設に関する情報を精

査したうえで、その結果を示すこと。 

工事施工中・完了後において、環境に影響を及ぼす事態が生じた場合は、事

業者の責任において速やかに公表し、対策を講じるとともに、苦情がよせられた場

合には適切に対処すること。 

大 気 汚 染 

工事施工中は、建設機械の稼動や工事関係車両の走行に伴い排出される大気

汚染物質について、環境への影響を適切に評価し、発生抑制に努めること。ま

た、低公害型の工事用車両を採用するとともに、施設周辺及び関係道路における

車両の運行管理の徹底等、環境保全のための措置を図ること。 

工事完了後においては、施設稼動に伴い発生する排出ガスの影響を適切に評

価し、発生抑制に努めるなど周辺環境の保全に努めること。 

悪  臭 

工事完了後の施設稼動や廃棄物の保管に伴う周辺への臭気の拡散や漏洩を

適切に評価し、適正な脱臭措置を施すことで周辺への影響を最小限にするよう努

めること。なお、工事施工中については、環境影響評価の対象としていないが、計

画地の地歴を考慮し、土壌の掘削等に伴う悪臭発生のおそれについても予測・評

価の対象とすること。 

騒 音 ・ 振 動 

施設周辺及び関連道路について、工事施工中における建設機械の稼動や工

事用車両の走行、工事完了後における施設の稼動や関係車両の走行による影響

を適切に評価し、騒音・振動及び低周波音の発生抑制に努めること。 

水 質 汚 濁 

水質汚濁については、予測・評価項目に選定していないが、地下浸透防止措

置について、より詳細な記述をすること。 

土 壌 汚 染 

計画地の地歴を考慮し、既存資料調査に加え、計画地内の土壌に含まれる重

金属等汚染物質を調査し、これらの結果に基づき予測・評価を行ったうえで、土壌

汚染のおそれがある場合には、適切な措置を検討すること。 

地  盤 

 予測項目にある掘削工事及び地下水の水位に伴う地盤沈下について、計画書

では定性的に予測するとしているが、可能な限り定量的な予測・評価を行ったうえ

で、適切な措置を検討すること。 

水 循 環 

掘削工事に伴う地下水の水位や、地表面流出量の変化についての予測を適切

に行ったうえで、必要な措置を検討すること。 6



 

景  観 

本計画については、東京都景観条例及び東京都景観計画並びに江東区都市

景観条例及び江東区景観計画を踏まえたものとすること。 

東京都及び江東区の景観担当部署と十分協議すること。 

廃 棄 物 

工事施工中に発生する廃棄物のほか、工事従事者等の飲食による生ごみ・容

器等についても予測・評価の対象とし、発生抑制や資源としての有効利用を図る

ための措置を検討すること。 

温室効果ガス 

温室効果ガスの予測・評価にあたっては、電気及び都市ガス使用量、バイオガ

スによる発電量に加え、再生可能エネルギーの有効利用による温室効果ガスの削

減量を示したうえで、「KOTO 低炭素プラン」に掲げる地球温暖化対策の取り組み

を十分に踏まえた事業計画とすること。 
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